
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
都
市
計
画
の
変
更
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　
　

一

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
建
設
関
連
業
務
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

　

る
告
示 

（
契　

約　

課
）　
　

二

〇
宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

　

す
る
告
示 

（　
　

同　
　

）　
　

九

公　
　
　

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定 
（
障
害
福
祉
課
）　

一
二

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
三

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
六
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
〇
五
〇
〇
四
五
九

ほ
っ
ぷ

気
仙
沼
市
本
吉
町
登
米

沢
百
五
番
地
一

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

特
定
非
営
利
活

動
法
人
セ
ミ
ナ

ー
レ

平
成
二
十
六
年

二
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
気
仙
沼
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
四
号
片
浜
鹿
折
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
七
号
魚
市
場
中
谷
地
線　

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
十
二
号
南
町
魚
市
場
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
す
る
部
分

　
　

 　

気
仙
沼
市
河
原
田
一
丁
目
、
河
原
田
二
丁
目
、
魚
市
場
前
、
魚
町
一
丁
目
、
魚
町
二
丁
目
、
魚
町
三
丁
目
、
幸

町
三
丁
目
、
幸
町
四
丁
目
、
港
町
、
仲
町
一
丁
目
、
内
ノ
脇
、
内
の
脇
一
丁
目
、
浜
見
山
、
南
郷
、
南
町
二
丁
目
、

南
町
三
丁
目
、
南
町
四
丁
目
、
八
日
町
一
丁
目
、
八
日
町
二
丁
目
及
び
本
郷
の
各
一
部

　

２　

廃
止
す
る
部
分

　
　

 　

気
仙
沼
市
魚
市
場
前
、
魚
町
一
丁
目
、
魚
町
二
丁
目
、
幸
町
二
丁
目
、
幸
町
三
丁
目
、
幸
町
四
丁
目
、
仲
町
一

丁
目
、
仲
町
二
丁
目
、
内
ノ
脇
、
内
の
脇
一
丁
目
、
南
郷
、
南
町
四
丁
目
及
び
弁
天
町
一
丁
目
の
各
一
部

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
志
津
川
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

志
津
川
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
三
号
十
日
町
大
森
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
す
る
部
分

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
十
日
町
、
同
字
南
町
、
同
字
本
浜
町
、
同
字
大
森
町
及
び
同
字
大
森
の
各
一
部

　

２　

廃
止
す
る
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
九
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

利
府
町
野
中
南
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
南
野
中
沢
四
十
三
番
地
の
百
九
十
三

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　

小　

野　

政　

一　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
南
野
中
沢
三
十
四
番
地
一

　
　

木　

村　

小
市
郎　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
南
野
中
沢
四
十
三
番
地
百
三
十
四

　
　

片　

平　

廣　

志　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
十
三
塚
百
三
十
一
番
地
四

　
　

開　

山　

義　

一　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
十
三
塚
百
三
十
四
番
地
二

　
　

新　

田　

紘　

子　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
南
野
中
沢
三
十
五
番
地
一

　
　

櫻　

井　

孝　

子　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
石
切
場
十
六
番
地

　
　

大　

場　

ふ
じ
子　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
石
切
場
二
十
四
番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
号

　

建
設
関
連
業
務
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

建
設
関
連
業
務
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

建
設
関
連
業
務
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
四
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
七
号
中
「
財
団
法
人
日
本
適
合
性
認
定
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
日
本
適
合
性
認
定
協
会
」
に

改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
第
四
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「「
女
性
の

チ
カ
ラ
は
企
業
の
力
」
普
及
推
進
事
業
」
を
「「
女
性
の
チ
カ
ラ
を
活
か
す
企
業
」
認
証
制
度
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
、「
申
請
者
」
を
「
当
該
申
請
者
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
五
号
中
「
財
団
法
人
日
本
適
合
性
認
定
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
日
本
適
合
性
認
定
協
会
」
に

改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
を
い
う
」
を
「
を
い
い
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
を
推
進

す
る
た
め
に
全
て
の
労
働
者
を
対
象
に
行
う
取
組
を
含
む
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
算
式
中
「３

×
Ａ
＋
Ｂ
＋
５
×

Ｃ

」
を
「Ａ

×
３
＋
Ｂ
＋
Ｃ
×
５

」
に
改
め
、
同
項
Ｃ
の
表
⑴
建
築
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
項
中
「社

団
法
人
建
設
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ツ
協
会

（
」
を
「一

般
社
団
法
人
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会

（
」
に
改
め
、
同
表
地
質
調
査
の
項
中
「社

団
法
人
全
国
地
質
調
査
業
協
会
連
合
会

（
」
を
「一

般
社
団
法
人
全
国
地
質
調
査
業
協
会
連
合
会

（
」
に
改
め
、
同
表

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
項
中
「社

団
法
人
日
本
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会

（
」
を
「一

般
社
団
法
人
日
本
補
償
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会

（
」
に
改
め
、
同
表
建
築
設
計
の
項
中
「受

け
た
者

」
を
「受

け
て
い
る
者

」
に
、「社

団
法
人

日
本
建
築
積
算
協
会

（
」
を
「公

益
社
団
法
人
日
本
建
築
積
算
協
会

（
」
に
改
め
、
同
項
Ｇ
の
表
中
「「女

性
の
チ
カ

ラ
は
企
業
の
力

」普
及
推
進
事
業

」
を
「「女

性
の
チ
カ
ラ
を
活
か
す
企
業

」認
証
制
度

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
項
、
別
表
第
二
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
項
及
び
別
表
第
三
補
償
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
の
項
中
「
補
償
関
連
」
を
「
補
償
関
連　

総
合
補
償
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
一
号
の
二
中
「

１
土
地
調
査　
２
土
地
評
価　
３
物
件

４
機
械
工
作
物　
５
営
業
補
償
・
特
殊
補
償

６
事
業
損
失　
７
補
償
関
連

」
を

「
１
土
地
調
査　
２
土
地
評
価　
３
物
件

４
機
械
工
作
物　
５
営
業
補
償
・
特
殊
補
償

６
事
業
損
失　
７
補
償
関
連　
８
総
合
補
償

」
に
、

「受
任
機
関　　
　
　
　

住
所
又
は
所
在
地

（〒　　
　

－　　
　

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

商
号
又
は
名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者
職
氏
名
 

印　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
番

号
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

」
を
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「受
任
機
関　　
　
　
　

住
所
又
は
所
在
地

（〒　　
　

－　　
　

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

商
号
又
は
名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者
職
氏
名
 

印　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
番

号
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

提
出
者
氏
名
 

印
連　
絡　
先

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 2号（第３条関係）

経　営　規　模　等　総　括　表

　　　商号又は名称

１　営業収入実績高

業　
　

種
部　　　　　門

前々事業年度分決算実績高
（千円）

前事業年度分決算実績高
（千円）

年 間 平 均
実 績 高

（千円）

業 種 ご と の
年 間 平 均
実 績 高
合　計（千円）

自 年 月 自 年 月

至 年 月 至 年 月

測　

量

１　公共測量
２　その他
小計

建　

設　

コ　

ン　

サ　

ル　

タ　

ン　

ト

１　河川，砂防及び海岸・海洋
２　港湾及び空港
３　電力土木
４　道路
５　鉄道
６　上水道及び工業用水
７　下水道
８　農業土木
９　森林土木
10　水産土木
11　造園
12　都市計画及び地方計画
13　地質
14　土質及び基礎
15　鋼構造及びコンクリート
16　トンネル
17　施工計画・施工設備及び積算
18　建設環境
19　機械
20　電気電子
21　その他
小計

地
質
調
査

１　土質調査
２　岩盤調査
３　物理探査
４　試験・計測
５　その他
小計

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

１　土地調査
２　土地評価
３　物件
４　機械工作物
５　営業補償・特殊補償
６　事業損失
７　補償関連
８　総合補償
９　その他
小計

建
築
設
計

１　建築
２　電気設備
３　機械設備
４　耐震診断
小計
そ　　　の　　　 他
合　　　　 　　　計
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２　自己資本額

区分 直前決算時（千円）
株主資本
評価・換算差額等
新株予約権

計

３　職員の数

測　　量

測 量 士 測量士補

建設コンサルタント
技　術　士

機　　械 電気電子 建　　設 上下水道 農　　業 森　　林 水　　産 情報工学 応用理学

建設コンサルタント
１級土木施
工管理技士 環境計量士 第１種電気

主任技術者
伝 送 交 換
主任技術者

線　　　路
主任技術者 ＲＣＣＭ そ の 他

地　質　調　査
技　術　士

地質調査技士 そ の 他
建　　設 応用理学

補償コンサルタント

不動産鑑定士 土地家屋
調 査 士 司法書士 補償業務

管 理 士 そ の 他

建　　築　　設　　計
構 造 設 計
１級建築士

設 備 設 計
１級建築士 １級建築士 建築設備士 ２級建築士 建築積算士

その他の職員 合　　計

４　営業年数

営業を開始した時 転廃業（休業）の期間 営業年数
年　　　月 　　年　　月～　　　年　　月 　　年　　　月 年

宮　　城　　県　　公　　報（5）　平成26年２月18日　火曜日 第2533号



　

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
3
号
（
第
３
条
関
係
）

技
　
術
　
職
　
員
　
名
　
簿

【
業
種
：
　
　
　
　
　
　
　
】 

商
号
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

部　門
営
業
所
の

名
　
　
称

氏
　
　
　
名

生
年
月
日

資
格
者
証
等
の
名
称

交
付
番
号

取
得
年
月
日

卒
業

校
学

科
名

卒
業
年
月
日

実
務
経
験

被
保
険
者
整
理
番
号

期
間

　
年
月
日
　
年

月
日
　
年

月
日

自
年

月
至

年
月

年

　
年
月
日
　
年

月
日
　
年

月
日

自
年

月
至

年
月

年

　
年
月
日
　
年

月
日
　
年

月
日

自
年

月
至

年
月

年

　
年
月
日
　
年

月
日
　
年

月
日

自
年

月
至

年
月

年

　
年
月
日
　
年

月
日
　
年

月
日

自
年

月
至

年
月

年

　
年
月
日
　
年

月
日
　
年

月
日

自
年

月
至

年
月

年

　
年
月
日
　
年

月
日
　
年

月
日

自
年

月
至

年
月

年

　
年
月
日
　
年

月
日
　
年

月
日

自
年

月
至

年
月

年

　
年
月
日
　
年

月
日
　
年

月
日

自
年

月
至

年
月

年

　
年
月
日
　
年

月
日
　
年

月
日

自
年

月
至

年
月

年
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様
式
第
四
号
中

「

業　　
　
　
　

種

を
「

業　　
　
　
　

種
本
・
受

に
、

測
量

測
量

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

地
質
調
査

地
質
調
査

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

建
築
設
計

」

建
築
設
計

」

「

評
価
項
目
の
評
点
※

」
を
「

評
価
項
目
の
点
数
※

」
に
、「み
ち
の
く
Ｅ
Ｍ
Ｓ

取
得
状
況
評
点

」
を
「障

害
者
雇
用
状
況
評
点

」
に
、「障

害
者
雇
用
状
況
評
点

」
を
「み
ち
の
く
Ｅ
Ｍ
Ｓ
取
得
状
況

評
点

」
に
、「３

×
①
＋
②
＋
５
×
③

」
を
「①

×
３
＋
②
＋
③
×
５

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
5
号
（
第
５
条
関
係
）

建
設
関
連
業
務
競
争
入
札
参
加
資
格
承
認
者
名
簿

承
認
番
号

株
主
資
本
（
千
円
）

自
己
資
本
額
（
千
円
）

職
員
数
（
人
）

営
業
年
数

商
号
ま
た
は
名
称

（
整
理
番
号
）

代
表
者
名

住
所
又
は
所
在
地

電
話
番
号

FA
X
番
号

承
認
業
種

法
令
等
の

登
　
録

番
号
年
月
日

総
合
評
点
格
付

部
　
門

年
間
平
均
営
業
実
績
高

（
直
前
２
営
年
）

　
　
　
　
　
（
千
円
）

技
　
術

者
　
数

（
受
任

機
関
）
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「

　

様
式
第
七
号
中 

」
を

「 

 

」
に
改
め
る
。　　
　

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
「
女
性
の
チ
カ
ラ
は
企
業
の
力
」
普
及
推
進
事
業
に
基
づ
く
確
認
書
の
交
付
又
は
知

事
表
彰
を
受
け
た
者
に
係
る
改
正
後
の
建
設
関
連
業
務
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
以
下

「
新
規
程
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
六
条
第
二
項
Ｇ
の
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規

程
第
三
条
第
一
項
第
九
号
中
「「
女
性
の
チ
カ
ラ
を
活
か
す
企
業
」
認
証
制
度
」
と
あ
る
の
は
「「
女
性
の
チ
カ
ラ
は

企
業
の
力
」
普
及
推
進
事
業
」
と
、
新
規
程
第
六
条
第
二
項
Ｇ
の
表
中
「「女

性
の
チ
カ
ラ
を
活
か
す
企
業

」認
証

制
度

」
と
あ
る
の
は
「「女

性
の
チ
カ
ラ
は
企
業
の
力

」普
及
推
進
事
業

」
と
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
一
号

　

宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「「
規
則
」」
を
「「
執
行
規
則
」」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
規
則
」
を
「
執
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
七
号
中
「
財
団
法
人
日
本
適
合
性
認
定
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
日
本
適
合
性
認
定
協
会
」
に

改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
第
四
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「「
女
性
の

チ
カ
ラ
は
企
業
の
力
」
普
及
推
進
事
業
」
を
「「
女
性
の
チ
カ
ラ
を
活
か
す
企
業
」
認
証
制
度
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
二
の
見
出
し
を
「（
登
録
の
時
期
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
規
則
」
を
「
執
行
規
則
」

に
改
め
る
。

　

第
五
条
中
「
登
録
申
請
者
」
を
「
当
該
登
録
申
請
者
」
に
改
め
、「
建
設
工
事
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
」
の
下
に
「（
以

下
「
登
録
簿
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
規
則
」
を
「
執
行
規
則
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ト
中
「
財
団
法
人
日
本
適
合
性
認
定
協

会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
日
本
適
合
性
認
定
協
会
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
中
「
を
い
う
」
を
「
を
い
い
、
仕
事
と
生
活
の

調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
を
推
進
す
る
た
め
に
全
て
の
労
働
者
を
対
象
に
行
う
取
組
を
含
む
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
の
表
第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ヌ
に
掲
げ
る
事
項
の
項
中
「「
女
性
の
チ
カ
ラ
は
企
業
の
力
」
普
及
推

進
事
業
」
を
「「
女
性
の
チ
カ
ラ
を
活
か
す
企
業
」
認
証
制
度
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
五

条
」
に
改
め
る
。　　

　

第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
規
則
」
を
「
執
行
規
則
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第

三
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。　　
　
　

　

第
五
条
の
五
第
二
項
中
「
規
則
」
を
「
執
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
七
第
二
項
中
「
ま
で
」
を
削
る
。

　

第
七
条
中
「
規
則
」
を
「
執
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「知

事　　
　
　
　
　
　
　
　

殿

」
を
「宮

城
県
知
事　　
　
　
　
　
　
　
　

殿

」
に
、

「

 

を　
　
　
　
　
　
　
　

 

」　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

 

に
改
め
る
。　
　
　
　

 
 

 

」 　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
二
号
中

「

氏　　
　
　

名

を
「

氏　　
　
　

名

に
改
め
、

印

」

印

」

「

 

を
削
る
。　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
付
け
で
承
認
を
受
け
た
建
設
関
連
業
務
指
名
競
争
入
札
参
加

資
格
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
と
お
り
申
請
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
お
届
け
し
ま
す
。

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
付
け
で
承
認
を
受
け
た
建
設
関
連
業
務
指
名
競
争
入
札
参
加

資
格
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
と
お
り
申
請
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
お
届
け
し
ま
す
。

記

３
 　
「
受
任
機
関
」
と
は
，
本
店
の
委
任
を
受
け
て
入
札
及
び
契
約
行
為
に
お
い
て
本

店
と
同
様
の
権
限
を
有
す
る
機
関
で
あ
り
，
建
設
業
法
第
３
条
に
規
定
す
る
営
業
所

で
，
か
つ
，
建
設
業
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
１
号
別
表
の
営
業
所
欄
の
「
そ
の
他

の
営
業
所
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
営
業
所
を
い
う
。

３
 　
「
受
任
機
関
」
と
は
，
本
店
の
委
任
を
受
け
て
入
札
及
び
契
約
行
為
に
お
い
て
本

店
と
同
様
の
権
限
を
有
す
る
機
関
で
あ
り
，
建
設
業
法
第
３
条
に
規
定
す
る
営
業
所

で
，
か
つ
，
建
設
業
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
１
号
別
紙
２
⑴
⑵
の
「
営
業
所
一

覧
表
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
営
業
所
を
い
う
。

提
出
者
氏
名
 

印
連
　
絡
　
先

※
 こ
の
申
告
書
は
，
宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程

（
平
成
13年
宮
城
県
告
示
第
727号

）
に
基
づ
き
，　
　
　
　
年
度
の
主
観
的
評
価
事
項
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」　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
三
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

 

に
改
め
る
。　
　
　
　
　

 
」 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
 　
「
受
任
機
関
」
と
は
，
本
店
の
委
任
を
受
け
て
入
札
及
び
契
約
行
為
に
お
い
て
本

店
と
同
様
の
権
限
を
有
す
る
機
関
で
あ
り
，
建
設
業
法
第
３
条
に
規
定
す
る
営
業
所

で
，
か
つ
，
建
設
業
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
１
号
別
表
の
営
業
所
欄
の
「
そ
の
他

の
営
業
所
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
営
業
所
を
い
う
。

３
 　
「
受
任
機
関
」
と
は
，
本
店
の
委
任
を
受
け
て
入
札
及
び
契
約
行
為
に
お
い
て
本

店
と
同
様
の
権
限
を
有
す
る
機
関
で
あ
り
，
建
設
業
法
第
３
条
に
規
定
す
る
営
業
所

で
，
か
つ
，
建
設
業
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
１
号
別
紙
２
⑴
⑵
の
「
営
業
所
一

覧
表
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
営
業
所
を
い
う
。

提
出
者
氏
名
 

印
連
　
絡
　
先

様
式
第
4
号
（
第
５
条
関
係
）

建
設
工
事
入
札
参
加
登
録
通
知
書

　
承
認
番
号
　
第
　
　
　
号

　
　
　
　
　
　
郵
　
便
　
番
　
号

　
　
　
　
　
　
住
所
又
は
所
在
地

　
　
　
　
　
　
商
号
又
は
名
称

　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

　
 　
　
　
年
度
に
お
け
る
宮
城
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
に
係
る
下
記
の
建
設
業
の
種
類
に
つ
い
て
，
競
争
入
札
に
参

加
す
る
資
格
を
承
認
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

記

　
１
　
建
設
業
の
種
類
，
総
合
点
数
及
び
等
級

建
設
業
の
種
類

総
合
点
数
＊
本
・
受

等
級

建
設
業
の
種
類

総
合
点
数

＊
本
・
受

等
級

　
　
　
　
　
　
＊
本
・
受
　
　
本
店
又
は
受
任
機
関
の
工
事
別

　
２
　
主
観
的
事
項
の
主
観
評
点

　
　
　
　
県
工
事
成
績
評
点
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
優
良
工
事
表
彰
状
況
 

〇
　
　
　
　
事
故
防
止
優
良
者
（
優
良
現
場
代
理
人
）
表
彰
状
況
　
〇
　
建
設
業
法
違
反
状
況
 

〇
　
　
　
　
指
名
停
止
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
労
働
災
害
防
止
協
会
表
彰
状
況
 

〇
　
　
　
　
ISO
9000S・

ISO
14000S取

得
状
況
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
の
く
Ｅ
Ｍ
Ｓ
取
得
状
況
 

〇
　
　
　
　
障
害
者
雇
用
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
推
進
状
況
 
〇

　
　
　
　
地
域
貢
献
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
技
能
士
在
籍
状
況
 

〇
　
　
　
　
消
防
団
協
力
事
業
所
認
定
状
況
　
　
　
〇

 
主
観
評
点
合
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
〇
　
　
　

　
３
　
競
争
入
札
参
加
登
録
の
期
間

　
　
　
　
自
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　
至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
（
た
だ
し
，
翌
年
度
以
降
も
継
続
し
て
登
録
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
，
翌
年
度
の
入
札
参
加
登
録
の
前
日
ま
で
）

　
の
評
点
の
算
定
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

〔許
可
区
分

〕

国
土
交
通
大
臣

県
知
事

〔承
認
番
号

〕

第　　
　

号

〔許
可
区
分

〕

国
土
交
通
大
臣
知
事

〔承
認
番
号

〕

第　　
　

号
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様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
6
号
（
第
５
条
の
４
関
係
）

建
設
工
事
入
札
参
加
登
録
変
更
通
知
書

　
承
認
番
号
　
第
　
　
　
号

　
　
　
　
　
　
郵
　
便
　
番
　
号

　
　
　
　
　
　
住
所
又
は
所
在
地

　
　
　
　
　
　
商
号
又
は
名
称

　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

　
 　
　
　
年
度
に
お
け
る
宮
城
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
に
係
る
下
記
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
総
合
点
数
及

び
等
級
を
変
更
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

記

　
１
　
建
設
業
の
種
類
，
総
合
点
数
及
び
等
級

建
設
業
の
種
類

総
合
点
数

＊
本
・
受

等
級

建
設
業
の
種
類

総
合
点
数
＊
本
・
受

等
級

　
　
　
　
　
　
＊
本
・
受
　
　
本
店
又
は
受
任
機
関
の
工
事
別

　
２
　
主
観
的
事
項
の
主
観
評
点

　
　
　
　
県
工
事
成
績
評
点
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
優
良
工
事
表
彰
状
況
 

〇
　
　
　
　
事
故
防
止
優
良
者
（
優
良
現
場
代
理
人
）
表
彰
状
況
　
〇
　
建
設
業
法
違
反
状
況
 

〇
　
　
　
　
指
名
停
止
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
労
働
災
害
防
止
協
会
表
彰
状
況
 

〇
　
　
　
　
ISO
9000S・

ISO
14000S取

得
状
況
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
の
く
Ｅ
Ｍ
Ｓ
取
得
状
況
 

〇
　
　
　
　
障
害
者
雇
用
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
推
進
状
況
 
〇

　
　
　
　
地
域
貢
献
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
技
能
士
在
籍
状
況
 

〇
　
　
　
　
消
防
団
協
力
事
業
所
認
定
状
況
　
　
　
〇

 
主
観
評
点
合
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
〇
　
　
　

　
３
　
競
争
入
札
参
加
登
録
の
期
間

　
　
　
　
自
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　
至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
（
た
だ
し
，翌
年
度
以
降
も
継
続
し
て
登
録
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
，翌
年
度
の
入
札
参
加
登
録
の
前
日
ま
で
），
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
「
女
性
の
チ
カ
ラ
は
企
業
の
力
」
普
及
推
進
事
業
に
基
づ
く
確
認
書
の
交
付
又
は
知

事
表
彰
を
受
け
た
者
に
係
る
改
正
後
の
宮
城
県
建
設
工
事
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
登
録
等
に
関
す
る
規
程
（
以
下

「
新
規
程
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
五
条
の
二
第
二
項
の
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
程
中
「「
女
性
の
チ
カ
ラ
を
活
か
す
企
業
」
認
証
制
度
」
と
あ
る
の
は
「「
女
性
の
チ
カ
ラ
は
企
業
の
力
」

普
及
推
進
事
業
」
と
す
る
。公　

　
　

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指　

定　

年　

月　

日

み
な
と
薬
局

気
仙
沼
市
古
町
三

－
二

－
四
十
六

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日

有
限
会
社
グ
リ
ー
ン
薬
局

気
仙
沼
市
上
田
中
二

－

一

－

二

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日

に
こ
に
こ
堂
調
剤
薬
局

気
仙
沼
市
田
中
前
四

－

四

－

五

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日

船
迫
調
剤
薬
局

柴
田
郡
柴
田
町
西
船
迫
二

－

二

－

十
三

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日

な
で
し
こ
薬
局
ま
す
ざ
わ

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
枡
沢
九
十

－

一

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変
更
前

医
療
法
人
社
団
泉
松
会
村
田

透
析
ク
リ
ニ
ッ
ク

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
辺
字
小
谷
地
三
十

変
更
後

医
療
法
人
社
団
泉
松
会
村
田

透
析
ク
リ
ニ
ッ
ク

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
辺
字
新
小
谷
地
二
十
七

－

二

変
更
前

ア
イ
ン
薬
局
豊
里
店

札
幌
市
東
区
東
苗
稲
五
条
一

－

二

－

一

変
更
後

ア
イ
ン
薬
局
豊
里
店

札
幌
市
白
石
区
東
札
幌
五
条
二

－

四

－

三
十

変
更
前

ア
イ
ン
薬
局
宮
野
中
央
店

札
幌
市
東
区
東
苗
穂
五
条
一

－

二

－

一

変
更
後

ア
イ
ン
薬
局
宮
野
中
央
店

札
幌
市
白
石
区
東
札
幌
五
条
二

－

四

－

三
十

変
更
前

ア
イ
ン
薬
局
築
館
店

札
幌
市
東
区
東
苗
稲
五
条
一

－

二

－

一

変
更
後

ア
イ
ン
薬
局
築
館
店

札
幌
市
白
石
区
東
札
幌
五
条
二

－

四

－

三
十

変
更
前

ア
イ
ン
薬
局
栗
駒
店

札
幌
市
東
区
東
苗
穂
五
条
一

－

二

－

一

変
更
後

ア
イ
ン
薬
局
栗
駒
店

札
幌
市
白
石
区
東
札
幌
五
条
二

－

四

－

三
十

変
更
前

ア
イ
ン
薬
局
古
川
店

札
幌
市
東
区
東
苗
稲
五
条
一

－

二

－

一

変
更
後

ア
イ
ン
薬
局
古
川
店

札
幌
市
白
石
区
東
札
幌
五
条
二

－

四

－

三
十

変
更
前

ア
イ
ン
薬
局
蔵
王
店

札
幌
市
東
区
東
苗
稲
五
条
一

－

二

－

一

変
更
後

ア
イ
ン
薬
局
蔵
王
店

札
幌
市
白
石
区
東
札
幌
五
条
二

－

四

－

三
十

変
更
前

ア
イ
ン
薬
局
村
田
店

札
幌
市
東
区
東
苗
稲
五
条
一

－

二

－

一

変
更
後

ア
イ
ン
薬
局
村
田
店

札
幌
市
白
石
区
東
札
幌
五
条
二

－

四

－

三
十

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
辞
退
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
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九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

担
当
す
る

医
療
の
種
類

所　
　

在　
　

地

指
定
廃
止
年
月
日

医
療
法
人
清
仁
会
小
牛

田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

じ
ん
臓
に
関

す
る
医
療

遠
田
郡
美
里
町
牛
飼
字
牛
飼
七
十
七

－

二

平
成
二
十
五
年
十
二
月

三
十
一
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
遠
山
五
丁
目
四
十
一
番
三
十
四
並
び

に
十
二
番
九
、
二
十
五
番
一
、
四
十
一
番
二
十
二
及
び
四

十
一
番
二
十
三
の
各
一
部七

ヶ
浜
町　
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